
1.社員食堂の廃止と不利益変更
［ 1］社員食堂の廃止と不利益変更の問題
　社員食堂は、会社の近隣に飲食店やコンビニエ
ンスストアがない場合などに労働者の福利厚生の
一環として設けられることがあり、その運営（外
部委託か否か）や費用負担（全額使用者負担か否
か）の形態はさまざまであるところ、一口に社員
食堂の廃止と言っても、その不利益性については
一概に捉えられるものではありません。
　もっとも、コロナ禍を契機に在宅勤務が普及し
ている状況であるとはいえ、一定程度出社するこ
とが求められているような場合、社員食堂の利便
性を享受してきた労働者にとって、その廃止は多
かれ少なかれ不利益であると考えられます。した
がって、実務上は、就業規則あるいは労働条件の
不利益変更の問題と捉えて検討することが適切で
あると考えます。

［ 2］�就業規則あるいは労働条件の不利益変更の�
有効性

　就業規則あるいは労働条件の不利益変更が有効
となるためには、原則的には、対象労働者との合

意が必要になりますが（労働契約法 9条本文）、合
意が得られない場合であっても、①不利益の程度、
②不利益変更の必要性、③変更後の条件の相当
性、④手続き的合理性を総合考慮して、当該変更
の合理性が認められれば、有効と判断されること
になります（同法 9条ただし書き、10条本文）。
　ご質問のような社員食堂の廃止については、上
記［ 1］でも述べたとおり、①については、不利益
の程度の大小があり得るところですが、実務的に
は、ご質問のように①の不利益の程度を緩和する
措置として、何らかの代替措置（不利益緩和措置）
を取ることが一般的と思われます。この場合、ま
ず、社員食堂廃止の代替措置として支給する食事
費用の補助が「賃金」（労働基準法〔以下、労基
法〕11条）に該当するかが問題となります。さら
に、令和 4（2022）年11月28日の同法施行規則（以
下、労基則）の改正により、同補助を「デジタル
マネー」で支給することが賃金の支払い原則（同
法24条 1 項本文）上、どう取り扱われることになっ
たのかを確認する必要があります。

賃 金 関 係

社員食堂を廃止する代わりに、食事費用補助として 
デジタルマネーを付与する場合の留意点
　当社には社員食堂がありますが、コロナ禍で一時休業をしたり、在宅勤務を導入したりして利用者が減
少したことから、今後は廃止を検討しています。代替策として食事費用補助を考えていますが、同補助に
つき、若手社員を中心にデジタルマネーでの付与（デジタル払い）の希望者が多いため、この方法で支給
することを検討しています。その際、留意すべき点がありましたらご教示ください。
� （東京都　Y社）

社員食堂の廃止は労働条件の不利益変更に当たる可能性がある。また、代替措置として食事費用の補助を
デジタルマネーで付与することは可能だが、使用者および労働者の双方が希望することを前提に、利用す
る指定資金移動業者などを内容とする労使協定を締結するなどの手続きが必要

 回答者 　宇井一貴　うい かずたか　弁護士（弁護士法人髙井・岡芹法律事務所）

労政時報　第4050号/23. 2.10110



2.�食事費用の補助が「賃金」（労基法11条）に�
当たるか

　「賃金」とは、名称の如
い か ん

何を問わず「労働の対
償」をいい（労基法11条）、これに当たるかは、問
題となる給付の性質・内容に照らして個別的に判
断されますが、その判断は容易ではなく、行政実
務上は、「労働の対償」たる賃金と、それに当たら
ない「任意的恩恵的給付」「福利厚生給付」「企業
設備・業務費」という三つの概念を立てて区別さ
れています（菅野和夫『労働法 第12版』［弘文堂］
422ページ）。
　ご質問のケースでは、確かに、社員食堂にはも
ともと労働者の福利厚生を図るためのものであっ
たという側面があることから、社員食堂を廃止す
る代わりに支給する食事費用の補助も同様の性質
の「福利厚生給付」として「賃金」には当たらな
いとも思われます。
　しかし、食事費用の補助を支給するに当たって
は、基準を定めてルール化する（給付を使用者の
義務とする）ということが想定されますので、労
働者自ら利用するか否かの判断をする社員食堂と
いう施設利用の利益とは異なり、食事費用の補助
については「賃金」に当たる可能性が高いと考え
ます。

3.賃金をデジタルマネーで支払うことの可否
　上述のように、食事費用の補助についての「賃
金」該当性が肯定される場合、食事費用の補助を
デジタルマネーで支給することは、1.で述べたと
おり、賃金は通貨で支払わなければならない（賃
金通貨払いの原則）とする労基法24条 1 項本文と
の関係で問題となります。
　この点、賃金の支払いは、労基法および労基則
が定める方法に限られるところ、今回の労基則 
の改正（令 4.11.28　厚労令158）により、令和 5
（2023）年 4月 1日以降、これまでの以下①～③の
方法に加え、④の方法によって支払うこと（いわ
ゆる「賃金のデジタル払い」）が可能となりまし
た。
① 労働者へ直接、通貨で支払うこと
② 労働者指定による銀行等の金融機関における本
人の預金または貯金に振り込むこと

③ 労働者指定による一定要件を満たす預り金に該

当する本人の証券総合口座に払い込むこと
④�労働者指定による「指定資金移動業者※」口座
への資金移動により賃金を支払うこと

※ 一定要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受け

た資金移動業者。

　従来、労基法24条 1 項本文は、①の賃金直接払
いの原則を定めており、その例外は、②銀行と③
証券総合口座（預り金）への振り込みに限定され
ていました（同項ただし書き、労基則 7条の 2 ）。
　しかし、デジタルマネーにより賃金を支払うこ
とについては、キャッシュレス化が進んでいく社
会情勢への対応が求められていたことから、2019
年12月18日の第42回 国家戦略特別区域諮問会議
において、キャッシュレス社会の実現に向けた携
帯アプリなどへの賃金支払いの方針が示されて以
降、2020年 7 月17日の閣議決定を経て、同年 8月
27日の厚生労働省の第163回労働政策審議会労働
条件分科会で制度の具体化に向けて議論が始めら
れ、決済事業者の口座で給与が守られるかどうか
（資金移動業者による顧客の資金保全に係る法規制
はあるもののそれで十分かどうか）が主として検討
されてきました。そして、今般の労基則の改正によ 
り、賃金のデジタル払いが可能とされたものです。
　賃金のデジタル払いは使用者および労働者の双
方が希望することを前提に、①対象労働者の範囲、
②対象となる賃金の範囲と金額、③取扱金融機
関・証券会社、取扱指定資金移動業者の範囲、④
実施開始時期に関する労使協定を締結し、労働者
への説明や使用者に対する労働者の同意書の提出
などの手続きが必要となります。

4.代償措置としての有効性について
　上記により、食事費用補助としてデジタルマネー
を付与すること自体は可能ですが、この取り扱い
が社員食堂廃止に係る代替措置（不利益緩和措
置）となり得るかについては慎重な検討が必要で
す。最近の社員食堂の利用状況や利用者を含む全
社員の要望を的確に把握した上で、社員食堂廃止
の必要性について改めて吟味するとともに、本対
応を進める場合は、社員に対しその目的や想定さ
れるメリット・デメリットを丁寧に説明し、理解
を得ることが後のトラブル予防の観点からも求め
られます。
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